
労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要
(足場からの墜落防止対策の強化関係)その1

足場からの墜落・転落災害の防止については、平成21年 6月 に労働安全衛生規則 (以 下'安衛則Jと いう。)を改正し、足場等の
墜落防止措置等の強化を図つてきた。その改正の際、施行後3年を目途に措置の効果を把握し、その結果に基づき所要の措置
を講ずることとされていたことから、「足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会」で検討を行い、その検討結果 (平成26

年H月 )を踏まえ、必要な改正を行うものである.

●

(1)足場からの墜落災害発生状況の推移

○ 足場からの墜落災害は長期的には減少傾向であったが、近  ||
年、増加傾向となつている。

  場からの墜落災害の割合も、近 ||
○ 死傷墜落転落災害における足 ‖

年、増加傾向となつているこ

※ 「労働者死傷病報告Jに 基づくf木業・1日 以 上の死傷災害
( )内 |ま 、「死亡災害報告」に基づく死亡災害

(2)安衛則に基づく墜落防止措置の実施状況

○ 安衛則に基づく墜落防止措置が実施されていな
かつたものが約9割を占める。

※ J「成21年度から平成23年度の足場からの墜落災害 (休業■日以上の
死傷災害)を分析したものこ
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労働安全衛生規則の一部を改正する省令案の概要
(足場からの墜落防止対策の強化関係)その2

3.改正の概要

(1)足場の組立て等の作業に係る業務の特別教育の追加

(2)足場の作業床に係る墜落防止措置の充実

<現行>
足場における高さ2m以上の作業場所に設けられる生
業床の要件

Ω 幅は400m以上、
床材間のすき間 床材間の
は 3om以下    すき間3cm以下

② 足場からの手すり等の墜落防止設備について、
作業の性質上これらの設備を設けることが著しく困
難な場合や作業の必要上臨時にこれらの設備を取
り外す場合において、一定の要件を満たしたとき
lま 、これらの設備を設けないことや取り外すことが
できるc

作業 床の幅
40Cr以 上

<改正後>
足場における高さ2m以上の作業場所に設けられる作業床の

要件

① 現行①に加え、床材と建地と
のすき間は12om未 満とすること
を追加する。

床材と建地 との

すき間 12cm未 満

② 現行②の一定の要件として、
当該箇所への関係労働者以外の者の立入りを禁止
することを追加する。

③ 作業の必要上臨時に墜落防止設備を取り外したときは、
当該作業が終了した後、直ちに取り外した設備を元の状態
に戻さなければならないことを追加する。

① ②及び③については、架設通路及び作業構台について
も同様の措置を追加する。
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(足場からの墜落防止対策の強化関係)その3

(3)足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置の充実

<現行>
つり足場、張出し足場又は高さが5m以上の構

造の足場の組立て、解体又は変更の作業につ
いて、事業者 |ま 、墜落防止措置等 (※ )を講じ
なけオ■ばならない。
※ 事業者が講じなければならない墜落防止

措置等

イ 組立て等の時期等を作業に従事する労
働者に周知させること

口 組立て等の作業を行う区域内の関係労
働者以外の労働者の立入りを禁止するこ
と

ノヽ 悪天候のため、作業の実施について危
険が予想されるとき|ま 、作業を禁止するこ
と

二 足場材の緊結等の作業にあって|ま 、蝿
20cm以上の足場板を設け、労働者に安

全帯を使用させる等労働者の墜落による
危険を防止するための措置を講ずること

ホ 材料等を上げ、又 |ま おろすとき|ま 、つり
網等を労働者に使用させること

<改正後>
① 対象を高さ2m以上の構造の足場まで拡大する。
② 足場材の緊結等の作業を行うとき|ま 、次の措置を講ずることとす

る.

イ 幅 40cm以上の作業床 を設 ける こと。

※ ただし、作業床を設 Iす ることがllk難 なときを除くこ

<改正後>
足場板の幅 作業床の幅
20Cm,ス _L  

―
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赳

安全帯取付け設備の例
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(4)鋼管足場に係る規定の見直し

<現行>
規格に適合する鋼管足場
のうち単管足場について、
建地の最高部から測って
31mを超える部分の建地
は鋼管を2本組とすること。

最
高
部
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分

<改正後>
建地の下端に作用する設計荷重 (足場の重量に相当する
荷重に、作業床の最大積載重量を加えた荷重をいうc)が最
大使用荷重 (当 該建地の破壊に至る荷重の2分の1以 下の

荷重をいう。)を超えないときは、鋼管を 2本組とするこ

とを要 しないものとする。

(5)注 文者の点検義務の充実

<現行>
特定事業の仕事を自ら行う注文者が請負人の労働者
に足場又は作業構台を使用させる場合であって、強風
等の悪天候、中震以上の地震の後においては、足場
又は作業構台における作業を開夕台する前に、当該足場

<改正後>
足場又は作業構台の組立て、一部解体又は変更の後にお
いても、足場又は作業構台における作業を開始する前に、
当該足場の状態等について点検し、危険のおそれがあると
きは、速やかに修理することとする。

4施 行日等

平成27年 7月 1日 施行 (予定)。

ただし、特別教育等に関し、必要な経過措置を定める。

手すりわく


